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１、はじめに

河川用ゲート設備やポンプ設備は、洪水や高潮による堤内地への氾濫浸水を防止

するとともに利水取水における流水を制御し、国民の生命・財産を守りかつ快適な

生活を享受する上で欠かすことのできない重要な設備である。

現在、高度経済成長期に建設された国土交通省直轄の河 川 用 ゲ ー ト 設 備 や ポ

ン プ 設 備 の多くが、建設後30年から40年を迎えつつあり、老朽化への対応が課題

となっている設備も年々増加している。今後は老朽化とともに維 持 管 理 費用も増

加していくと予想され、設備の信頼性を確保しつつ効率的かつ効果的な維持管理の

実現、引いては維持管理コストの平準化が急務となっている。

本研究は 「豪雨災害対策総合政策委員会」において提言された緊急提言「総合的な豪、

雨災害対策の推進について」に基づき、河川用ゲート設備、揚排水ポンプ設備における

効率的な維持管理を行うべく、研究を行うものである。

このような現状を踏まえ、平成１８年度までの研究では、点検・補修手法について

従来からの、経過年数等による画一的な点検・補修から、効率的な維持管理の実現と

コストの平準化を目的に、従来の点検項目・方法および周期等の合理化や故障等の

傾向を予測・管理する「傾向管理手法」を検討・導入により、効率的な維持管理に向け

た検討を進めてきた。

終年度である本研究では、今後の河川用ゲート設備、揚排水ポンプ設備に関する点

検・補修・更新手法について適切な評価手法を導き出すことを目的とし、設備の社会へ

の影響度・健全度評価、機能保全のための点検・診断・補修等の整備の方針（具体的な

修繕・取替時期などの検討 、設備の評価指標・判断基準の検討を行い 「河川用ゲー） 、

ト設備点検・整備・更新検討マニュアル（案 「河川用ポンプ設備点検・整備・）」

更新検討マニュアル（案 」を取りまとめたものである。）

２、研究対象設備

２．１、河川用ゲート設備

本川を横断する構造物－－－－－－本川を横断する堰、放水路、分派水門

堤防の一部を構成する構造物－－－水門、樋門・樋管
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２．２、揚排水ポンプ設備

排水ポンプ設備－－－－洪水時において内水をポンプにより強制排水することを目

的とした非常用系のポンプ設備である。内外水位の状態下

で運転が行われるもので、堤内水域の浸水被害を軽減する

ための設備である。

。揚水ポンプ設備－－－－年間を通じて揚水を目的とした常用系のポンプ設備である

排水ポンプの機能を有する設備もある。

３ 河川用ゲート・ポンプ設備の機能と維持管理

３．１、維持管理の基本

河川用ゲート設備やポンプ設備を常に良好

な状態に維持し、機能を確保するため適切か

つ効率的な維持管理を行うために、河川用ゲ

ート設備やポンプ設備の設置目的、構成され

ている機器の特性・設置条件・稼働条件等を

考慮し、効率的で効果的な維持管理のための

適化に努める必要がある。図－１に維持管

理の流れを示す。

通常実施されている河川用ゲート設備やポ

ンプ設備の維持管理については、実操作→点

検→整備→実操作のサイクルを繰り返してい

るが、経年劣化が進行している場合や機器の

適合性（組合せ）に問題が生じた場合には、

診断を実施し、必要に応じた機器等の整備や

取替などを実施する。

図－１ 河川ゲート・ポンプ設備の維持管理の流れ

３．２、設備の構成要素の把握

維持管理を適切に実施するうえでは、個々の河川用ゲート設備やポンプ設備の構成要

素を把握する必要がある。河川用ゲート設備については、扉体・戸当り・開閉装置・操

作するための操作制御装置から構成され、河川用ポンプ設備では主ポンプ・ポンプを動

かすための駆動設備・冷却水や燃料を供給するための系統機器設備・操作するための監

視操作制御設備から構成されている。

構成要素の把握は、例えば河川用ポンプ設備で説明すると駆動設備であるディーゼル

やガスタービンエンジン等、設備毎によって差異があり、各々の設備構成を整理すると

共に、構成されている機器等が故障した場合に、排水または揚水機能を確保できなくな

る致命的な機器の抽出が必要となることから、設備の構成要素を把握したうえで図－２

に示すような構成要素における致命・非致命の整理が必要となる。
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図－２ 河川ポンプ設備の構成要素例（主ポンプ）

３．３、設備区分による評価

設備区分とは、設備の機能・目的による区分を表す。当該河川用ゲート設備やポ

ンプ設備が何らかの故障によりその機能・目的を失った場合を想定し、その影響が

及ぶカテゴリーによる区分とする。設備区分は表－１のとおりレベル分けされる。

この区分により、設備をその機能・目的別に大きく分類し、レベルⅠおよびレベルⅡ

は予防保全を主体とするが、レベルⅢは事後保全対応を基本とし、個々の維持管理対応

の設定により合理化を図った。

表－１ 設備区分の例（ポンプ設備）

設備区分 内 容

レベルⅠ 高 設備が故障し機能を失った場合、国民の生命・財産なら 治水設備及び治水要素
びに社会経済活動に重大な影響を及ぼす恐れのある設備 のある利水設備

レベルⅡ 中 設備が故障し機能を失った場合、国民の財産ならびに社 利水設備
会経済活動に重大な影響を及ぼす恐れのある設備

レベルⅢ 低 設備が故障し機能を失った場合、社会経済活動には影響 水質保全設備
を及ぼす恐れの少ない設備

表－１に示すように設備区分における維持管理の考え方としては、設備区分レベルⅠ

→Ⅱ→Ⅲの順で保全方式にメリハリを設けることとしている。

河川ポンプ設備の構成要素分解図　致命的機器の抽出（主ポンプの例）

【機　　器】 【部　　品】 【機　　器】 【部　　品】

呼水関係

フロースイッチ
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インペラ インペラ

潤滑関係 軸受用グリ－スポンプ
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吸込水槽 吸込口（ベルマウス）

ベンド（ケーシング）

外側軸受

水中軸受(セラミックス)

水中軸受(ゴム)

グランドパッキン

無給水軸封装置

インペラ インペラ

計器 圧力計

温度計

フロースイッチ

水位計

中間軸

案内羽根

：致命 的要素
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設備区分： レベルⅠ ＞ レベルⅡ ＞ レベルⅢ

維持管理： 予防保全 予防保全 事後保全

なお、複数の設備間の整備・更新の優先度を検討する際、設備区分レベルを 優先の

判断項目とし（レベルⅠ・Ⅱ・Ⅲの順で優先 、さらに個別の優先度を整理する場合は、）

同一レベルの設備同士で評価・検討を行うものとした。

３．４、機器等の修繕取替年数の考え方

維持管理を適切に進めるうえでは、機器毎の修繕・取替の目安となるべき標準年数の

設定は不可欠のものである。特に機能確保ができなくなる致命的な機器で点検等による

、状態監視が出来ないような機器においては

河川用ゲート設備やポンプ設備の信頼性を

維持するためにも時間計画的な保全（定期

的な取替や更新）が必要となる。

、 、今回 過去の修繕・取替データを収集し

セーフライフ設計の考え方（民間航空機の

構造や設計を司る基本思想）を参考にし、

図－３に示すような修繕・取替の実施率が

当初稼働していた数の１０％を超えた時点

を機器毎の修繕・取替の標準年数として整

理した。

図－３ 修繕・取替の標準年数

表－２ 標準年数の考え方

修繕・取替の標準年数 内 容

使用開始年から修繕・取替年までの期間であり、信頼性確保
信頼性による修繕・取替の標準年数 の観点から、耐用寿命近くで故障率の増加が顕著になる前に

取替を実施するための年数。

使用開始年から修繕・取替年までの期間であり、耐用寿命に
平均の修繕・取替の標準年数 より機器の修繕・取替を実施している年数の平均値（もしく

はピーク値 。）

表－３に河川用ゲート設備とポンプ設備の代表例とした機器毎の修繕・取替の標準年

数を示す。

取
替
実
績

摩耗故障期における取替・更新実績

経過年取替年数の幅

小値 大値

平均
取替・更新年数

信頼性による
取替・更新年数

10%

50%
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表－３ 修繕・取替の標準年数例
河川用ゲート設備（例） 河川用ポンプ設備（例）

信頼性 平均 信頼性 平均
整備 による 修繕・ 整備 による 修繕・

装置・機器 保全方式 修繕・ 取替 装置・機器 保全方式 修繕・ 取替
手法 取替 年数 手法 取替 年数

年数 年数

扉体構造部 状態監視 取替 ３２年 ５６年 ケーシング 時間計画 修繕 ３２年 －

ローラ 状態監視 取替 ２４年 ５０年 主軸 時間計画 修繕 １８年 ３５年

ローラ軸 状態監視 取替 ２７年 ５３年 外部軸受 状態監視 修繕 １５年 ３３年

軸受 状態監視 取替 ２３年 ４９年 水中軸受 時間計画 取替 １８年 －

主電動機 状態監視 取替 ２３年 ３８年 状態監視 取替 １２年 ３０年グランドパッキン

ワイヤロープ 状態監視 取替 １４年 ３５年 インペラ 時間計画 修繕 １８年 ３５年

４、維持管理の流れ

４．１、効率的な点検手法について

平成１８年度での研究において、効率的な維持管理を推進するうえで、従来取り組ま

れている点検手法の信頼性を維持しつつ合理化を図った。

点検には大きく分けて定期点検と臨時点検があるが、効率的な維持管理を推進するう

えで、定期点検について合理化を図った。

従来、定期点検は毎月１回（非出水期は２～３ヶ月に１度）の装置・機器等の目視を

中心とした点検を行っており、従来月点検時に実施している管理運転（試運転）は、シ

、ステムとしての致命的な異常や損傷の発見が管理運転の流れの中で確認できることから

信頼性を低下させずに維持管理が図れる手法として採用することとし、従来の月点検項

目の見直しを行った。管理運転の周期は、従来の月点検と同様に毎月１回を基本として

いるが、河川用ゲート設備やポンプ設備の目的・設備の使用状況・地域特性・自然条件

等を考慮し、回数の増減が可能なものとした。

４．２、点検による健全度の評価

点検については、従来の点検記録表（チェックシート）における点検結果を総合的に

判断し、点検結果総括表を作成し、不良・不具合に対する処置として表－４に示す点検

結果を報告することとしている。

表－４ 機器毎の評価・判定内容

点検結果
評 価 ・ 判 定 内 容

健全度評価

× 現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（取替、更新、整備）が必要である。

△ 現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐

れがある（調整、給油、塗装、場合によっては取替、更新、整備が必要である 。）

○ 正常であり現在支障は生じていない。もしくは清掃にて対応できるもの。
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具体的には点検時において、健全度が×評価となった場合、現実的にはその場もしく

は早急に対応策が取られるのが通常の維持管理の在り方である。よって、重要な評価、

経過観察が必要となる△評価であり、劣化の傾向が見えている場合である。

△評価となった場合、当該機器が設備機能に対して致命的もしくは非致命的により、

対策として予防保全もしくは事後保全が図られることとなる （図－４）。

また、予防保全となった場合においても、設備が置かれている設置条件（使用条件や

環境条件等）によって劣化の進行状況が異なりかつ対処方法も異なる。よって健全度

評価「△」に、設置条件を用いた“重み付け”を考慮しなければならない。

図－４ 設置条件を加味した健全度の流れ

設置条件による区分とは、表－５に示すように河川用ゲート設備やポンプ設備の使用

条件・環境条件等を評価し、設置条件別に分類し、健全度に“重み”を与えるものであ

る。

この設置条件を加味して機器毎の健全度を評価するが、設置条件の分類を行ううえで

は、主ポンプなどのような常時接水している機器では、図－５に見られるような設置条

件マトリクスが評価例として考えられる。また、駆動機などの接水していない機器に対

しては、図－６に示すように劣化影響の要素として、整備後の経過年数を評価例とする

ことが考えられる。

ただし、それぞれの考え方については、評価する者が状況に応じてカスタマイズする

必要がある。

表－５ 設置条件の区分

区 分 内 容

レベルａ 高(悪い) 使用条件、環境条件がともに悪いもの

レベルｂ 中 使用条件もしくは環境条件のどちらかが悪いもの

レベルｃ 低(良い) 使用条件、環境条件ともに良いもの

健全度評価

致命的機器か？

事後保全継続使用 予防保全

設置条件により健全度に“重み付け”をする

状態監視保全／時間計画保全

即時更新整備・更新

対応に対する緊急度

［○］ ［×］

［△］

ＹＥＳ

ＮＯ

健全度評価

致命的機器か？

事後保全継続使用 予防保全

設置条件により健全度に“重み付け”をする

状態監視保全／時間計画保全

即時更新整備・更新

対応に対する緊急度

［○］ ［×］

［△］

ＹＥＳ

ＮＯ
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図－５ 設置条件評価例（接水する機器） 図－６ 設置条件評価例（接水しない機器）

４．３、装置・機器の診断

装置・機器の診断は、図－７に示す

流れに基づき、点検の結果として河川

用ゲート設備やポンプ設備を構成して

いる装置・機器に機能低下の傾向が見

られたり、詳細な状況把握が必要な場

合に、今後の対策としての計画立案や

必要な整備・更新等の検討・提案を目

的に実施する必要がある。

図－７ 点検から診断の流れ

健全度評価での図－４で示すような予防保全措置については、緊急性を設置条件によ

り評価しているが、具体的な診断は、対象となる装置・機器の設置環境や使用条件等を

考慮した方法・時期に行うことが適切と考えられる。診断に関しては、専門技術者もし

くは専門技術者と同等な技術力を有する評価者によって実施することが適切と考えられ

る。

４．４、社会への影響度評価

社会への影響度とは、河川用ゲート設備やポンプ設備の故障に起因する周辺への影響

度合を示すもので、設備・機器が何らかの故障によりその目的・機能を失った場合を想

定し、国民の生命・財産ならびに社会経済活動に影響を及ぼす被害規模の大きさによる

評価をするもので、社会への影響度レベルが高いほど、方策の実施が優先されることが

考えられる。
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表－６ 社会への影響度

区 分 内 容

レベル Ａ 国土保全上、または国民経済上、特に重要な施設高

レベル Ｂ 国土保全上、または国民経済上、公共の利害に重要な関係のある施設中

レベル Ｃ その他の施設低

また、社会的への影響度を評価する場合、表－６に示す設備区分を例に整理すると、

レベルⅠである治水設備では「人命・財産に関わる要素」と「氾濫の規模による要素」

に集約され、レベルⅡの利水設備では「財産に関わる要素」と「利用頻度（利水需要 」）

となり、レベルⅢである保全設備については、直接的な影響がないことから事後保全で

対応が可能であるため評価対象外となるといっ

た整理が必要となる。

具体的な評価手法としては、図－８に示すよ

うなマトリクスを例に挙げ説明すると、先に述

べた設備区分のレベルⅠの要素である「人命・

」 「 」財産に関わる要素 と 氾濫の規模による要素

をそれぞれ評価軸として表－６に挙げるような

区分による評価を行うものである。ただし、本

説明に挙げたマトリクスは、あくまでも例であ

り、例えば同じく湛水した場合でも高齢者等の

多少や土地内の施設の種類等について評価者が

現場の状況に合せてカスタマイズすることが考

図－８ 社会への影響度評価えられる。

５、まとめ

本研究の成果として、従来、維持管理に携わる技術者がそれぞれ独自に勘案していた

維持管理の優先度を論理的に構築したこと、さらに河川用ゲート設備やポンプ設備の構

成装置・機器の更新・取替年数について、設備区分の主要構成要素毎に更新・取替実績

データを統計解析し、根拠のある更新・取替年数を提案し、維持更新における目安とし

た。

河川用ゲート設備やポンプ設備の標準的な構成要素を明確にし、その構成要素毎に、

設備機能への影響（致命的／非致命的）を評価し、 適な維持管理方針（予防保全／事

後保全）を定めた。また、点検項目を 適化し、点検周期、点検手法の合理化を実現し

た（点検の合理化については、既に平成18年8月より全国の直轄河川ゲート設備やポン

プ設備において試行中 。）
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図－９の整備実施優先度評価の組立と手順に示すように設備区分、社会への影響度、

健全度、設置条件を勘案した論理的な維持管理の優先度検討手法を提案し、具体的な整

備実施に際しての手法を整理した。

図－１０では、整備に関する方針（予防保全、事後保全の考え方等）に基づき、具体

的にマトリクス等によって設備の優先度評価を実施するための組立と手順を示したもの

である。

、「 （ ）」以上の研究成果として 河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル 案

「河川用ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案 」を整理作成し、平成1）

9年6月以降、全国の国土交通省直轄河川用ゲート設備やポンプ設備を対象に試行し

ている。

図－９ 整備実施優先度の整理・評価（イメージ図）

設備区分による優先度整理
：設備区分 、ゲート設備の機能・目的を評価の指標として考えたもので 設備・機器

、が何らかの故障によりその機能・目的を失った場合を想定し その影響
。が及ぶ範疇による区分である 

Ⅰ （ ）設備区分レベル 　 高 

、設備が故障し機能を失った場合 国民の生命・財産に影響を及ぼ
す恐れのある設備

：例 　治水設備および治水要素のある利水設備

Ⅱ （ ）設備区分レベル 　 中 

、設備が故障し機能を失った場合 水利用事業者への直接的な影
響ならびに社会経済活動に影響を及ぼす恐れのある設備

：例 　利水設備

Ⅲ （ ）設備区分レベル 　 低 

、設備が故障し機能を失った場合 維持管理業務への影響が生じる
、ものの 社会経済活動には影響を及ぼす恐れの少ない設備

：例 　その他付属設備等

Ⅰ 、設備区分レベル と同様に 
Ⅱレベル のグループ内で評価する

：設置条件 、 「 」　使用条件 環境条件により劣化の進行状況が異なることから設定した健全度 △ の“重み”

：健全度 　年点検・管理運転の結果および更新・取替目標年数等より判断される機器・部品の状態評価

（ ）＋健全度評価 機器・部品を評価  設置条件評価

内容

、 、 （ 、 ） 。現在 機器・部品の機能に支障が生じており 緊急に対応 更新 整備 が必要である 

、 、現在 機器・部品の機能に支障は生じていないが 早急に対策を講じないと数年のうちに
（ 、 、 、 、 ）。支障が生じる恐れがある 調整 給油 塗装 場合によっては更新 整備が必要である  

。 。正常であり現在支障は生じていない もしくは清掃にて対応できるもの 

健全度評価

×

△

○

内容

、使用条件 環境条件がともに悪いもの

使用条件もしくは環境条件のどちらかが悪いもの

、使用条件 環境条件がともに良いもの

設置条件

ａ設置条件レベル 　 （ ）高 悪い 

ｂ設置条件レベル 　　中

ｃ設置条件レベル 　 （ ）低 良い 

） （ 、 ） 、 。注 　特に設置条件に対応した対策 耐食性材料の採用 電気防食等 を講じているものについては 別途評価する 

△○　継続使用 ×　即時修繕

【 】 事後保全とするため評価対象外 

：社会への影響度評価 設置されているゲート設備の周辺地・背後地の状況を評
、価するもので ゲート故障に起因する被害規模の大きさに

よる区分

内容

、国土保全上または国民経済上 特に重要な施設

、国土保全上または国民経済上 公共の利害に重要な関係の
ある施設
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図－１０ 整備実施優先度評価の組立と手順例

６、おわりに

平成19年度に、全国の直轄河川用ゲート設備やポンプ設備においてマニュアル案を試

行しているが、整理されたマニュアルの有効性を検証するとともに試行の結果を受け、

より使い易いもの、より実態に即したものへとブラッシュアップが必要と考えている。

また、今回提案している標準的な更新・取替年数は、実績データを統計解析して得ら

れた結果であるが、精度の向上のため今後もデータの収集・蓄積を行って行く予定であ

る。
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